
徳島県環境関連産業海外販路開拓事業費補助金交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は，県内中小企業者等の海外展開を支援し，地域経済活性化を図るため，環

境関連製品・技術等の海外販路開拓の取組に要する経費に対し，予算の範囲内で補助金

を交付するものとし，その交付については，徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県

規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱に定めるところ

による。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者は，次に掲げるすべての要件を満たす者と

する。

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者・小規

模企業者であること。

（２）徳島県内に本店の登記を行っている法人又は住民登録を行っている個人事業主であ

ること。

（３）直近１年間以上の営業実績があり，この期間に決算を行っていること。

（補助対象事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。），補助金の交付

の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。），補助率及び補助額は，別表に掲げ

るとおりとする。

（補助金交付申請書等）

第４条 規則第３条の補助金交付申請書は，様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は，次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業計画書（別紙１）

（２）経費明細表（計画）（別紙２）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第３条の知事が定める期日は，別に定める。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項各号に掲げる事項及び規則第１５条の２に規定する事項は，補

助金の交付の決定の条件となる。

（軽微な変更）

第６条 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は，補助対象経費の区分ごと

に配分された額について，その２０パーセント以内の金額の変更をしようとする場合を

いう。

２ 規則第５条第１項第２号の知事が定める軽微な変更は，次に掲げる場合をいう。

（１）補助目的に変更をもたらすものではなく，かつ，補助事業者の自由な創意により，

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

（２）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合



（変更の承認の申請等）

第７条 規則第５条第１項第１号及び第２号の規定による知事の承認を受けようとする者

は，補助事業変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。

２ 規則第５条第１項第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は，補助事業中

止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は，補助事業遅

延等報告書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第８条 規則第１１条の実績報告書は，様式第５号による。

２ 規則第１１条の知事の定める書類は，次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業実績書（別紙３）

（２）経費明細表（実績）（別紙４）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告書は，補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して３０日を経過した日，又は補助金の交付の決定のあった年度の３

月１５日のいずれか早い期日までにしなければならない。

（補助金の請求）

第９条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は，補助金請求書（様式第６

号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。

（補助金の支払）

第１０条 知事は，前条の補助金請求書等を受理した後に，補助金を支払うものとする。

（証拠書類等の保管）

第１１条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は，補助事業の完了の日又は廃

止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。

附 則

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。



別表（第３条関係）

補助対象事業 補助対象経費 補助率等

環境関連製品・技術等の海外販路 報 償 専門家等に対する謝金等 補助率

開拓のための 費 （補助事業の遂行に直接 ２分の１以内

（１）海外向けＰＲ用コンテンツ 必要なものに限る）

の作成 補助額

（２）サンプル輸送費 役 務 サンプル輸送費，ＰＲ用 上限２００万

費 コンテンツの翻訳手数料 円

等

委 託 ＰＲ用コンテンツ作成に

費 係る委託料等


